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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年８月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年３月２日 ００時４７分ごろ 

発生場所 岩手県釜石市釜石港内 

 釜石港湾口南防波堤灯台から真方位３００°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３９°１５.８′ 東経１４１°５５.０′） 

事故調査の経過  平成２５年４月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 天
てん

洋
よう

丸、７４９トン 

   １３３５８８、株式会社中津留組 

   ８４.００ｍ×１２.８０ｍ×７.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成７年３月 

Ｂ 油タンカー 大洲
お お ず

丸、６９９トン 

   １３２０７６、平汽船株式会社 

   ７３.００ｍ×１１.６０ｍ×５.４５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,３２４kＷ、平成４年１月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５４歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５６年７月８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年６月９日 

    免状有効期間満了日 平成２８年１０月２３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６０歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５１年８月２０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年４月２０日 

    免状有効期間満了日 平成２６年１１月１４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板凹損及び擦過傷 

Ｂ 船首部から右舷中央部にかけて外板凹損、ハンドレール等曲損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、荒天避難のため、平成２５年

３月１日０７時４０分ごろ、釜石港に入港し、釜石港第２区検疫錨地

北北東方の水深約４３ｍの所に左舷錨を投じ、錨鎖５節を伸出して錨
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泊した。 

 船長Ａは、深夜、急に風が強くなってきたので昇橋したのち、レー

ダー及び目視で周囲を確認していたところ、Ｂ船が走錨してＡ船に接

近していることに気付き、乗組員に機関のスタンバイにかかるように

指示し、Ｂ船に対して汽笛による注意喚起信号及びＶＨＦ無線電話に

よる呼び掛けを行ったが、Ｂ船からの応答などがなく、３月２日００

時４７分ごろスタンバイ中にＢ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか６人が乗り組み、釜石港で灯油全量の揚げ荷役

を終え、千葉県千葉港に向けて出港する予定であったが、途中で荒天

が予想されたので、３月１日０９時４５分ごろ釜石港第２区検疫錨地

北西方の水深約２７ｍの指定錨地に左舷錨を投じ、錨鎖４節を伸出し

て錨泊した。 

 船長Ｂは、２１時００分ごろ昇橋して西の風が約３m/s であること

を確認し、風はまだ強くないと思い、降橋して自室に戻った。 

船長Ｂは、風が強くなれば、停泊当直者を配置する予定であった

が、本事故前日に余り寝ておらず、睡眠不足の状態であり、いつしか

居眠りに陥り、本船は、停泊当直者が配置されていなかった。 

船長Ｂは、大きな衝撃を感じて目覚め、直ちに昇橋したところ、Ｂ

船が走錨し、右舷中央部がＡ船の船首部に衝突したことを確認した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風速 約１３.０m/s（最大瞬間風速 

約２１.６m/s）、視界 良好 

海象：潮汐 低潮時、波高 約１ｍ 

 その他の事項  両船は、本事故当時、白色全周灯２個、作業灯及び居住区外側の照

明灯（以下「法定灯火等」という。）を表示していた。 

 Ａ船は、本事故当時、停泊当直者を配置していなかったが、船長Ａ

が、自室で風が急に強くなってきたことに気付いて昇橋した。 

 Ｂ船の喫水は、船首約１.４５ｍ、船尾約３.６０ｍであった。 

 Ｂ船の船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の情報記録による状況は、付表

１のとおりであった。 

（付表１ Ｂ船のＡＩＳ情報記録 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

 Ａ船は、釜石港で法定灯火等を表示して錨泊中、船長Ａが、昇橋し

てレーダー及び目視で周囲を確認していたところ、Ｂ船が走錨してＡ

船に接近していることに気付き、Ｂ船に対し、汽笛による注意喚起信

号及びＶＨＦ無線電話による呼出しを行ったものの、Ｂ船からの応答

がなく、Ａ船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突したものと考えら

れる。 
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 Ｂ船は、釜石港内で法定灯火等を表示して錨泊中に走錨した際、船

長Ｂが、風が強くなれば、停泊当直者を配置する予定でいたものの、

居眠りに陥っていたことから、停泊当直者がおらず、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、釜石港において、Ａ船及びＢ船が錨泊中、Ｂ船が

走錨したが、船長Ｂが、居眠りに陥っていたため、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・錨泊中、荒天が予想される場合には、停泊当直者を配置するとと

もに、風向及び風速の変化並びに他船の動静に十分注意し、機

関、舵、揚錨機などをいつでも使用できるように準備しておくこ

と。 

 

付表１ Ｂ船のＡＩＳ情報記録 

（平成２５年３月２日００時００分～４７分） 

時 刻 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

(kn) 

00:00:00 039-15-48.2 141-54-19.6 279 192.6 0.4 

00:10:00 039-15-49.3 141-54-19.4 256 183.8 0.5 

00:20:03 039-15-49.2 141-54-19.6 276 256.7 0.5 

00:30:00 039-15-48.5 141-54-22.9 254 167.0 0.5 

00:35:00 039-15-47.0 141-54-29.6 001 100.3 1.8 

00:36:01 039-15-46.7 141-54-32.0 337 088.2 1.9 

00:37:02 039-15-46.6 141-54-35.2 338 082.8 1.9 

00:38:02 039-15-46.9 141-54-37.3 311 088.6 1.5 

00:39:00 039-15-46.9 141-54-38.5 322 087.2 1.6 

00:39:10 039-15-46.9 141-54-39.6 323 086.4 1.3 

00:39:20 039-15-47.0 141-54-39.9 322 078.9 1.5 

00:39:31 039-15-46.9 141-54-39.5 324 085.9 1.3 

00:39:40 039-15-47.0 141-54-40.5 321 090.4 1.3 

00:39:41 039-15-47.0 141-54-40.6 321 087.4 1.3 

00:39:42 039-15-47.0 141-54-39.8 322 088.0 1.2 

00:39:55 039-15-47.0 141-54-40.2 321 085.1 1.3 

00:40:03 039-15-47.0 141-54-40.4 321 097.4 1.2 

00:41:05 039-15-47.3 141-54-42.9 310 075.7 1.5 

00:44:05 039-15-47.4 141-54-49.6 347 088.5 2.4 

00:47:30 039-15-46.5 141-54-56.3 021 113.3 2.0 

 

 


